
議第１１９号 

 

 

荒尾市国民健康保険税条例の一部改正に 

ついて 

 荒尾市国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものとす

る。 

 

  令和５年１２月４日提出 

 

荒尾市長  浅田敏彦 

 

 

荒尾市国民健康保険税条例の一部を改正 

する条例 

別紙添付 

 

 

 

 

 提案理由  

 地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものである。  
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荒尾市国民健康保険税条例の一部を改正  
する条例  

 荒尾市国民健康保険税条例（昭和４２年条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  
 第２２条に次の１項を加える。  
３  国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条

の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、

当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。  
⑴   国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 課 税 額 の 所 得 割

額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日

（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出

産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）

の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々

月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額  
⑵   国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者

均 等 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 算 定

した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

 ⑶  国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の所得割額  当該出産被保険者につき第５条の２の２の規定

により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 ⑷  国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税
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額の被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第５条の２の

４の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 ⑸  国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得

割額  当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した所

得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 ⑹  国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保

険者均等割額  当該出産被保険者につき第７条の規定により算

定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第２３条の２の次に次の１条を加える。 

 （出産被保険者に係る届出） 

第２３条の３  国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世

帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提

出しなければならない。 

⑴   納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続

に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人

番号をいう。以下同じ。） 

 ⑵  出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

 ⑶  出産の予定日  

 ⑷  単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

 ⑸  その他市長が必要と認める事項  

２  前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書

類を添えなければならない。 

 ⑴  出産の予定日を明らかにすることができる書類 

 ⑵  多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書
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類  

 ⑶  出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保

険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることがで

きる書類 

３  第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６

月前から行うことができる。 

４  第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者につい

て同項各号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明

らかにすべき事項を確認することができる場合は、第１項の規定

による届出を省略させることができる。 

 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２  この条例による改正後の荒尾市国民健康保険税条例の規定は、

令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に

係るもの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以

前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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議第１２０号  

 
 

令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第８号）  

 令和５年度荒尾市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ６０６，５０７

千円 を追加し 、歳入歳 出予算の 総額を歳 入歳出そ れぞれ  ２ ７ ，

０ １ ８ ，９５０千円とする。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補

正」による。  

 

  令和５年１２月４日提出  

 

荒尾市長  浅田敏彦  
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 5,767,219 606,507 6,373,726

 2 国庫補助金 1,603,155 606,507 2,209,662

  合　　　計 26,412,443 606,507 27,018,950

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15 国庫支出金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 12,034,284 606,507 12,640,791

 1 社会福祉費 5,978,264 606,507 6,584,771

  合　　　計 26,412,443 606,507 27,018,950

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 3 民 生 費

   

       歳　　　出
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 （歳　入）

15  国庫支出金 5,767,219 606,507 6,373,726

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 26,412,443 606,507 27,018,950

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
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 （歳　出）

 3  民 生 費 12,034,284 606,507 12,640,791

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    　歳　出　合　計 26,412,443 606,507 27,018,950

    

款 補正前の額 補　正　額 計
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606,507

606,507

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　県支出金　　 地　方　債 そ　の　他
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２　歳　入

   （款） 15  国庫支出金
 （項）    2  国庫補助金

15 国庫支出金 5,767,219 606,507 6,373,726
 2 国庫補助金 1,603,155 606,507 2,209,662

 1 総務費国庫補助金 709,984 606,507 1,316,491

    （一般会計）

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

 1 総務費国庫 606,507  1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
   補助金

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

   （款）  3  民 生 費
 （項）    1  社会福祉費

 3 民 生 費 12,034,284 606,507 12,640,791 606,507
 1 社会福祉費 5,978,264 606,507 6,584,771 606,507

 1 社会福祉総 2,115,772 606,507 2,722,279 606,507
務費

    （一般会計）

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　　

　特定財源　 　一般財源　
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（単位：千円）

 3 職員手当等 386  1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費（市分）
                                                          606,121

10 需  用  費 55   消耗品費                                                    (55)
  手数料                                                     (913)

11 役  務  費 913   その他委託料                                            (24,153)
    住民情報システム改修委託料                               (440)

12 委  託  料 24,153     緊急支援給付金申請受付等業務委託料                    (23,713)
  交付金                                                 (581,000)

18 負担金、補 581,000     電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金           (581,000)
   助及び交付  2 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費（市分）（時
   金    間外手当）                                                 386

  時間外手当                                                 (386)

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　
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一 般 職

　 総 括 （単位：千円）

報　酬 給　料 職員手当 計

補正前の額 349 （ 286 ） 380,061 1,238,789 811,518 2,430,368 494,092 2,924,460

補正額 （ ） 386 386 386

計 349 （ 286 ） 380,061 1,238,789 811,904 2,430,754 494,092 2,924,846

給　与　費　明　細　書

（  ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外数

区　分
職員数
(人)

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

夜間勤務
手当

補正前の額 39,120 1,631 25,369 18,478 912 1,964 113,359 183

補正額 386

計 39,120 1,631 25,369 18,478 912 1,964 113,745 183

区　分
休日勤務

手当
宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当

補正前の額 1,452 236 18,504 339,914 222,789 24,095 3,512

補正額

計 1,452 236 18,504 339,914 222,789 24,095 3,512

職員手当の
内訳
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